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医療制度改革における

生活習慣病対策の意義

厚生労働省 生活習慣病対策室

室長 矢島 鉄也
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医療制度構造改革のポイント

生活習慣病対策が一丁目１番地

• 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群２５％
の削減目標を設定

• 健診・保健指導にメタボリックシンドロームの
概念を導入

• 医療保険者に健診・保健指導を義務化
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２５％削減の目標を達成するためには

• 標準的な評価のシステムが必要

• 標準的な健診・保健指導プログラムの作成
– 健診項目を標準化（血液検査項目、質問項目等）

– 健診項目の判定基準を標準化

– 血液検査の精度管理を標準化するための標準物質の開発

– 保健指導の対象者階層化基準を標準化

– 健診・保健指導データを電子的に提出する様式の標準化

– 医療保険者において健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析

– 都道府県健康増進計画と都道府県医療費適正化計画による進捗状況の評価

• 健診・保健指導のアウトソーシング
– 医師、保健師、管理栄養士の役割

• ポピュレーションアプローチの展開（食育、禁煙等）

• 国民に分かりやすい学習教材の開発
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メタボリックシンドロームの概念を導入

• 保健指導のターゲットが明確になった。
– 内臓脂肪を減少するための生活習慣の改善

• 腹囲という誰でもわかりやすい基準を示した。
• 保健指導を必要とする者を抽出できる健診項目を設定した。

– 健診は保健指導対象者を抽出するための重要な役割を担う

• リスクの数に基づき優先順位をつけて保健指導ができる。
– 情報提供、動機付け支援、積極的支援

• リスクの重複がある対象者に早期介入し、行動変容につな
げることができる。

• 対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を
理解し、生活習慣の改善を自ら選択し、行動変容につなげる
ことができる。
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医療保険者に健診・保健指導を義務化

• 対象者が明確になるため受診率、健診・保健指導
の成果等を評価することができる。

• 健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの
分析を行うことにより計画作成および予防事業の効
果を評価できる。また、どの部分に焦点を絞って、
疾病予防・重症化予防を行うのが効果的かを検討
することができる。

• 未受診者、治療中断者を把握し、疾病予防・重症化
防止ができる。

• 後期高齢者医療制度への支援金の加算・減算シス
テムを導入した。
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メタボリックシンドローム診断基準検討委員会
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メタボリックシンドロームの疾患概念の確立

～ 脳卒中や心疾患の発症を予防するカギとなる考え方が提唱されている ～

内臓脂肪型肥満

高血糖

不健康な生活習慣

○脂肪細胞から多彩な生理活性物質が分泌される

代謝の異常
アディポサイトカイン分泌異常 ○８学会が合同で疾患概念と診断基準を策定した

（平成17年４月 日本内科学会総会で公表）

放置し続けると・・・

脳卒中、心疾患（心筋梗塞等）、

糖尿病合併症（人工透析・失明）等へと進展

高血圧 脂質異常
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メタボリックシンドロームの概念はなぜ重要か

脂質異常高血糖 高血圧

動脈硬化
冠動脈の変化･･･心電図検査

（頸部動脈の変化･･･頸部エコー検査）
細動脈の検査･･･眼底検査

腎動脈の検査･･･血清クレアチニン

遺伝素因

脳卒中、心疾患（心筋梗塞等）糖尿病合併症（人工透析・失明）等

血管変化の進行

内
臓
脂
肪
症
候
群

※注１ インスリン抵抗性・・・インスリンが効きにく
くなり、血糖を下げる働きが弱くなった状態

不健康な生活習慣
（食事量と運動量のバランス→摂取エネルギー超過に）

ＴNF-α、ＦＦＡ、レジスチン↑↑
（ ※注１インスリン抵抗性を引き起こす因子） →
インスリンが効きにくくなり、血液中の糖が使

われない→血糖値の上昇

アンジオテンシ
ノーゲン↑↑

→血管を収縮→血圧
値の上昇

FFA（遊離脂肪酸）↑↑
→中性脂肪として血液中に多く
出て行くことにより、反比例し
てHDLコレステロールの量が減
る→中性脂肪値の上昇、HDLコ

レステロール値の減少

不都合な
ホルモンの
分泌増加

アディポネクチン↓↓
→血管壁に働いて動脈硬化を
抑制したり、インスリンの効
きをよくして糖の代謝を改善

する

ＰＡＩ-１↑↑

→血栓を作りやすくし
動脈硬化を進める

内臓脂肪の蓄積

腹囲（男性85cm、 女性90cm以上）

→脂肪細胞から多彩なホルモンが分泌される

良いホルモン
の分泌減少

参考資料：今後の生活習慣病対策の推進について（中間とりまとめ）平成17年9月15日 厚生科学審議会健康増進栄養部会
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腹腔内脂肪蓄積
ウェスト周囲径 男性≧85cm

女性≧90cm
（内臓脂肪面積 男女とも≧100cm2に相当）

上記に加え以下のうち２項目以上

高トリグリセライド血症 ≧150mg/dL
かつ/または

低HDLコレステロール血症 ＜40mg/dL 男女とも

収縮期血圧 ≧130mmHg
かつ/または
拡張期血圧 ≧85mmHg

空腹時高血糖 ≧110mg/dL

メタボリックシンドロームの診断基準
ー ８学会策定新基準 (2005年4月) ー
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(財)住友病院・院長 松澤先生より資料提供
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メタボリックシンドロームを標的とした対策が
有効と考えられる３つの根拠

高血糖 高血圧 脂質異常

運動習慣の徹底
食生活の改善

内臓脂肪型肥満

個々のクスリで、１つの山
だけ削っても、他の疾患
は改善されていない。

内臓脂肪の減少

高血糖、高血圧
脂質異常

がともに改善

いずれか２疾患有病
約２８％

いずれか１疾患有病
約４７％

３疾患すべて有病
約 ５％

肥満のみ
約２０％

第1の根拠

肥満者の多くが複数の
危険因子を併せ持っている

糖尿病

高血圧症高脂血症

肥満のみ

第2の根拠

危険因子が重なるほど
脳卒中、心疾患を発症
する危険が増大する
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第3の根拠

生活習慣を変え、内臓脂肪
を減らすことで危険因子の
すべてが改善
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メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）有病者・予備群の状況

女性
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ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者（腹囲≧85cm＋項目１つ該当）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者（腹囲≧85cm＋項目２つ以上該当)[％]
男性

9.6

6.24 .0
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ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者（腹囲≧90cm＋項目１つ該当）

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓脂[％] 肪症候群）が強く疑われる者（腹囲≧90cm＋項目２つ以上該当）
女性

（厚生労働省

平成16年国民健康・栄養調査結果）

40～74歳については、男性の２人に１人、女性の５人に１人が、メタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者又は予備群と考えられる者であり、有
病者数 約940万人 予備群者数 約1,020万人
併せて 約1,960万人 と推定される。

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が強く疑われる者 腹
囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち２つ以上の項目に該当する者

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群と考えられる者 腹囲が
男性85cm以上、女性90cm以上で、３つの項目（血中脂質、血圧、血糖）のうち１つに該当する者
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女性

肥満者(BMI≧25)の割合 (20歳以上)

低体重(やせ)の者(BMI＜18.5)の割合 (20歳以上)
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34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳

左脳梗塞治療

検
査
結
果

治

療

高中性脂肪

高血圧

高尿酸

低HDL

高LDL

BMI25以上（肥満）

一過性脳虚血治療

脳・心臓疾患に至る経過脳・心臓疾患に至る経過

血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている血管障害を起している職員ほとんどがこのような経過を辿っている

37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳

治療 陳旧性心筋梗塞治療

心
電
図

検
査
結
果

ST-T異常
異常Q波

反時計方向回転

陰性T波

BMI25以上（肥満）

高中性脂肪
低HDL

高血糖

高GPT
高血圧

Ａ氏 ５４歳 脳梗塞

Ｂ氏 ５７歳 心筋梗塞

（生活習慣病健診・保健指導の在り方に関する検討会 尼崎市野口緑氏提出資料より）
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糖尿病性腎症

新規透析導入患者の原疾患（日本透析医学会）

(%)

（年）

透析導入
患者数原疾患

毎年13,000人以上が糖尿病で透析開始！

熊本大学医学部 荒木教授提供
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Kumamoto Study (1987-1998)

患者割り付け

２型糖尿病患者（110名）

MIT群
n=28

[2]

二次介入
(n=55)

無作為化

一次予防
(n=55)

無作為化

MIT群
n=27

[3]

CIT群
n=28

[2]

CIT群
n=27

[6]

MIT群：頻回インスリン療法群, CIT群：従来インスリン療法群, [   ]: 脱落例

血糖の厳格なコントロールは、
糖尿病合併症の発症・進展を阻止できるか？

熊本大学医学部 荒木教授提供
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MIT 群、 CIT 群における血糖コントロール状態
ー Kumamoto Study 10年間のDataよりー
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糖尿病性腎症の推移
ー Kumamoto Study 10年間のDataよりー
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増悪：腎症3段階分類の1段階以上の上昇
(尿中アルブミン排泄量１日 30mg以下、30～300mg、300mg以上の３段階）

p < 0.01 p < 0.05
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MIT群 2015
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田原坂スタディ
（植木町国保ヘルスアップモデル事業）

対象者：プレ-メタボリックシンドローム

（健診受診者より、耐糖能低下、脂質代謝異常、高血圧症、肥満の
中で１項目以上で異常所見を認めたもの。）

対象患者数：100名 対象者年齢：30-70歳

強力介入(100名)

非介入(51名)

継続介入(49名)

開始 1年後6ヵ月後

食事指導

運動指導

運動体験学習

１年介入

半年介入

熊本大学医学部 荒木教授提供
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生活習慣改善によるBody Mass Indexへの効果

ー田原坂スタディー
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生活習慣改善による糖代謝への効果
ー田原坂スタディー
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生活習慣改善による脂質代謝への効果

ー田原坂スタディー
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生活習慣改善による血圧への効果

ー田原坂スタディー
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・不適切な食生活

・運動不足

・ストレス過剰

・飲酒

・喫煙 など

・肥満

・高血圧

・脂質異常

・高血糖

・心疾患
（心筋梗塞、狭心症）

・脳血管疾患
（脳出血、脳梗塞）

・人工透析

・失明（視覚障害）

・肥満症

・高血圧症

・高脂血症

・糖尿病

【死亡】

健康づくりに関する
普及・啓発

健 診
保健指導

（発症予防の取組）
・生活習慣（食事・運動
等）の改善指導

保健指導・医療
（重症化予防の取組）

・受療促進
・適切な治療と生活
習慣（食事・運動等）
の改善指導

【境界領域期】
（メタボリックシンドローム予備群）

【不適切な生活習慣】

・死亡

【重症化・合併症】

○脂肪エネルギー比

○野菜摂取量

○日常生活における歩数

○運動習慣のあるものの割合

○睡眠による休養不足者の割合

等

○メタボリックシンドローム予備
群・有病者数

・肥満度測定結果（腹囲、BMI）
・血圧測定結果

・脂質測定結果

・血糖測定結果

【 メタボリックシンドローム発症】
（メタボリックシンドローム有病者）

○メタボリックシンドロー
ムの概念の浸透度

○医療機関受診率

●虚血性心疾患受療率

●脳血管疾患受療率

●糖尿病による視覚障害発症率

●糖尿病による人工透析新規導入率

●虚血性心疾患死亡率

●脳血管疾患死亡率

●平均自立期間

○健診受診率 ○保健指導利用率

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の発症予防・重症化予防の流れ
に対応した指標
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第1編 健診・保健指導の理念の転換

第1章 新たな健診・保健指導の方向性
第2章 新たな健診・保健指導の進め方（流れ）
第3章 保健指導実施者が有すべき資質

第2編 健診

第2章 健診の内容
第3章 保健指導対象者の選定と階層化
第4章 健診の精度管理
第5章 健診データ等の電子化
第6章 健診の実施に関するアウトソーシング

第3編 保健指導

第3章 保健指導の実施

第6章 保健指導の実施に関するアウトソーシング

第4編 体制・基盤整備、総合評価

第3章 健診・保健指導の実施・評価のための
データ分析とデータ管理

（別冊） ○保健指導における学習教材集

･･･
･･･

･･･
･･･

ポイント

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣の関係を理解
するとともに、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につな
げるための保健指導を確実に行うための具体的な教材である。

･･･
･･･

今後も更に検討が必要

「内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診」
と「結果を出す保健指導」を実施する。

計画の作成→健診の実施、保健指導対象者の選定・階層化→保健指導→評価→次年度の計画
の作成という一連の流れで行う。

「健診・保健指導事業の企画・立案・評価能力」と「行動変容につながる保健指導能力」が必要で
ある。

内臓脂肪症候群の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽出する
ための健診項目、判定基準とする。

内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の数によって保健指導レベルを設定する。

標準物質を使用した内部精度管理の実施及び外部精度管理調査を定期的に受けることにより、
検査値の精度が保証されていることが必要である。

健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者等、複数の経路で複雑に大量の情報のや
りとりが行われることから、電子的標準様式が設定されることが必要である。このことにより、デー
タの互換性が確保され、継続的に多くのデータを蓄積することができ、医療保険者が行う健診・保
健指導事業の評価も容易になる。

利用者の利便性に配慮した保健指導を実施するなど、サービスの向上が図られる一方で、質の
低下に繋がることがないよう委託先における保健指導の質を確保することが不可欠である。

医療保険者は、電子化された健診・保健指導データとレセプトを突合し分析を行うことにより、健
診・保健指導事業の実施及び評価を行うことが可能となる。
そのため、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレセプ
トから、どの部分に焦点を絞って疾病予防・重症化予防を行うのが効果的かを検討することが必
要である。

健診結果及び質問項目により階層化された対象者に、適切な保健指導（「情報提供」、「動機づけ
支援」、「積極的支援」）を行う。

利用者の利便性に配慮した健診を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、
健診の受診率の向上が図られる一方で、質の低下に繋がることがないよう委託先における健診
の質を確保することが不可欠である。

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）〔抜粋〕

（１）標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）のポイント

３ 標準的な健診・保健指導プログラムについて
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保健指導対象者の選定と階層化の方法

・腹囲 M≧85cm、F≧90cm →（１）
・腹囲 M＜85cm、F＜90cm かつ BMI≧25 →（２）
・（１）、（２）以外 →（３）

ステップ１ 腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定してはどうか

高血圧、高血糖、脂質異常共通の原因として、上流にある内臓脂肪の過剰蓄積が考えられるという内臓脂肪症候群の概念から、内臓脂肪が蓄積すればするほどリスクが増え、
また心疾患などが発症しやすくなる。一方リスクが多ければ多いほど心疾患等の発症が高くなる。従って、対象者の選定は、内臓脂肪蓄積の程度と、リスクの多さに着目すること
が重要となる。従って、内臓脂肪の蓄積量（腹囲及びBMI）を基本とし、追加リスクのカウントによる保健指導レベルを設定してはどうか。

なお、内臓脂肪蓄積などの生活習慣の寄与が、比較的少ないと考えられる、体質を基盤とする高血圧、高血糖等については、減量等を中心とした生活習慣改善をメニューとする
保健指導とは異なる手法の保健指導としてはどうか。

①血糖 a 空腹時血糖１１０mg/dl以上 又は b 随時血糖１４０mg/dl以上 又は c HbA1ｃ 5.5%以上 又は d 薬剤治療歴
②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール 40mg/dl未満 又は c 薬剤治療歴
③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療歴
④LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 120mg/dl以上
⑤質問票 喫煙歴
⑥尿酸 7.0mg/dl以上 ④～⑥は①～③のリスクが１以上の場合にのみカウントする

ステップ２ 検査結果、問診結果より追加リスクをカウントしてはどうか

（１）の場合 ステップ２のリスクのうち
追加リスク数が ２以上の対象者は 積極的支援レベル(内臓脂肪症候群基準適合者)

０または１の対象者は 動機付け支援レベル
（２）の場合 ステップ２のリスクのうち

追加リスク数が ３以上の対象者は 積極的支援レベル
１または２の対象者は 動機付け支援レベル
０の対象者は 情報提供レベル

（３）の場合 ステップ２のリスクのうち
追加リスク数が ４以上の対象者は 積極的支援レベル

１から３の対象者は 動機付け支援レベル ※ 質問票により生活習慣改善の必要性を判断し
０の対象者は 情報提供レベル 追加的に保健指導のレベルを判定する。

※（３）の場合の支援法は、「内臓脂肪減少」を目的としたプログラムではなく、個人個人の病 態に応じた対応が必要。

ステップ３ ステップ１、２から保健指導対象者をグループ分けをしてはどうか
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健診・保健指導データの電子的標準様式が使用される場合

被保険者（加入者）

事業者 医療保険者 医療保険者

国・都道府県支払基金

健診機関健診機関

被保険者（加入者）

被扶養者に対して
特定健康診査・特定保健
指導を行った医療保険者

異動先の医療保険者

労働安全衛生法等に
よる健康診断

健診受診票（券）等
を提示

特定健康診査
特定保健指導

健診データ
ファイル（記録）

（被扶養者） （被扶養者）

市町村等の集合健診等

異動

従前の医療保険者を
特定できる情報の提供

説明と同意

問合せ
健診データファイル
（記録の写し）

健診・保健指導の
記録管理台帳

対応表

（法第15条）（法第142条）

１

２

３

4

健診データ
ファイル（記録）

健康診断の
記録の写し

（法第27条）

（法第22条、25条）

（法第27条）

（法第26条）

（法第28条）

（法第22条、25条）

※ 「法番号」は『高齢者の医療の確保に関する法律』に対応

５
実施状況報告

医療保険者
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不健康な生活習慣

・不適切な食生活
（エネルギーの過剰等）

・運動不足

・ストレス過剰

・飲酒

・喫煙 など

生活習慣病

・糖尿病

・高血圧症

・高脂血症

など

重症化・合併症

・虚血性心疾患
（心筋梗塞、狭心症）

・脳卒中
（脳出血、脳梗塞等）

・糖尿病の合併症
（網膜症・人工透析等）

など

要介護状態

・半身の麻痺

・日常生活に
おける支障

・認知症

など

・高血糖

・高血圧

・脂質異常

など

予備群

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病対策

・空腹時血糖
100≦<126mg/dl

・HbA1c
5.5≦<6.1%

・中性脂肪
≧150mg/dl

・HDL-C<40mg/dl
・血圧（収縮期）
130≦<140mmHg

・血圧（拡張期）
85≦<90mmHg

・レセプト病名
（ ICD10コード）
狭心症I20
急性心筋梗塞I21
くも膜下出血I60
脳内出血I61
脳梗塞I63 
慢性腎不全N18
糖尿病E11～E14
糖尿病腎症E112
糖尿病網膜症E113
本態性高血圧症I10
高脂血症E78 など

・要介護度
要支援１
要支援２
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

・空腹時血糖
≧126mg/dl

・HbA1c≧6.1%
・中性脂肪

≧150mg/dl
・HDL-C<40mg/dl
・血圧（収縮期）

≧140mmHg
・血圧（拡張期）

≧90mmHg

・空腹時血糖
<100mg/dl

・HbA1c<5.5%
・中性脂肪

<150mg/dl
・HDL-C≧40mg/dl
・血圧（収縮期）

<130mmHg
・血圧（拡張期）

<85mmHg

生
活
習
慣
病
の
発
症
・
重
症
化

客
観
的
評
価
指
標
等

悪
化

改
善

各保険者、都道府県、国レベルで以下のような分析・評
価を行い、生活習慣病の減少に努める。

全体人数

△△人

年間の新規改善
○人

全体人数

△△人

年間の新規悪化
×人

年間の新規改善
○人

全体人数

△△人

年間の新規悪化
×人

全体人数

△△人

年間の新規悪化
×人

全体人数

△△人

年間の新規悪化
×人
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（別冊）保健指導における学習教材集

対象者が自分の生活や身体の状
況について現状を知るための教材

行動変容のために具体的に何
をどうすればよいかを選択でき
るための教材

代謝等身体のメカニズムに関す
る知識を伝えるための教材

本教材集は、国立保健医療科学院ホームページ上にデータベースとして掲載し、保健指導実施者が必要に応じて教材をダウンロー
ドできるとともに、さらに自由に改変して使用できるような仕組みを講ずることとしている。

⑤そのエネルギー量はどのように減らしますか？

③当面の目標達成までの期間は？

確実にじっくりコース： ①－② ｃｍ ÷

＝

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上の人は、次の①～⑤の順番に
計算して、自分にあった腹囲の減少法を作成してみましょう。

運動で

食事で

①あなたの腹囲は？
① ｃｍ

②当面目標とする腹囲は？

メタボリックシンドロームの基準値は男性85cm、女性90cm
ですが、それを大幅に超える場合は、無理をせずに段階的
な目標を立てましょう。

② ｃｍ

1日あたりに
減らすエネルギー

kcal

④目標達成まで減らさなければならないエネルギー量は？

× 7,000kcal ＝ ④ kcal

1日あたりに
減らすエネルギー

kcal
÷ 30日③ か月 ÷ ＝

kcal

kcal

※

※腹囲1cmを減らす（＝体重１ｋｇを減らす）のに、約7,000kcalが必要

急いでがんばるコース： ①－② ｃｍ ÷

１ｃｍ／月

２ｃｍ／月

＝

③ か月

③ か月

④ kcal

～運動と食事でバランスよく～

①－② ｃｍ

C－7

無理なく内臓脂肪を減らすために
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〈参考〉メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策総合戦略事業（平成１８年度）の概要

＜補助対象事業＞
○事業企画・評価委員会（仮称）の設置
○事業実施計画策定及び評価

・実施計画の策定（対象者、事業規模、実施体制など）
・都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の評価
・健診・保健指導プログラム（暫定版）の評価（委託基準を含む）

＜当該補助事業と連動して地方交付税措置（ヘルスアッププラン）を活用して県で実施する事業＞
○保健師・管理栄養士等に対する研修の実施
○都道府県健康・栄養調査の実施
○都道府県健康増進計画の改定（地域・職域連携協推進議会）

都道府県

○都道府県健康・栄養調査マニュアルの策定
○都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の策定

○保健師・管理栄養士等の資質向上に向けた研修ガイドラインの策定
○保健師・管理栄養士等のリーダー研修会の実施

厚生労働省

医療保険者

○ 健診・保健指導プログラム（暫定版）及び健診・保健指導の委託基準（暫定版）

に基づき、４０歳以上７５歳未満の被保険者及び被扶養者に対するメタボリックシン
ドロームに着目した健診及び保健指導を実施

＜関係する補助事業等の活用＞

①メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の実施（アウトソーシングを含
む）

②結果の取りまとめ、保険者協議会及び都道府県への報告

③保険者協議会を通じた他保険者サービス利用に関するガイドライン案の作成・実
施

市 町 村

○ メタボリックシンドロームの概念の普及及び健康日本２１の運動、

栄養、喫煙での代表目標の達成に向けた重点的・効果的なポピュ
レーションアプローチの実施

＜補助対象事業＞

創意工夫を凝らした先駆的事業の実施

※可能な限り医療保険者が実施する健診・保健指導と
有効に組み合わせて実施

＜その他補助事業＞
○地域・職域連携推進協議会の設置・運営
○研修計画の策定

○健診・保健指導プログラム（暫定版）の策定（委託基準を含む）

○健診等結果の電子的管理のための標準仕様の策定
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１ 具体的スケジュールについて

都道府県健康増進計画改定ガイドライン
（プラン）

標準的な健診・保健指導プログラム
（プログラム）

人材育成のための研修体系等
（マンパワー）

【都道府県】

【医療保険者】

【関係団体】

市町村（国保・衛
生部門）、民間事
業者、医療保険者、
関係団体の保健
師、管理栄養士等
に対する実践者育
成研修

○新しい健康増進計画
の施行

○医療費適正化計画の
施行

すべての都道府県での
健康増進計画の改定作
業(少なくとも医療費適

正化計画に関連する部
分は必須）

【都道府県】

○いくつかの都道府県
での先行準備事業の実
施

○都道府県健康・栄養
調査等の実施

○地域・職域連携推進
協議会の設置

医療保険者において実施

平
成
2
0
年
度

【保健医療科学院】

都道府県、医療保険
者、関係団体に対す
るリーダー育成研修

○標準的な健診・保健指導プログラム（確
定版）の策定（委託基準を含む）

○医療保険者において準備（特定健康診査
等実施計画の策定を通じた体制整備）

各都道府県での

計画改定の支援

平
成
19
年
度

【国】

都道府県、医療保険者、
関係団体に対するリー
ダー育成研修

【医療保険者、関係団体】

各支部等に対する研修

標準的な健診・保健指導プログラム（暫定
版）の策定（委託基準を含む）

いくつかの都道府県での先行準備事業に

おいて実施、評価

【国】

○保健医療科学院に
おける計画策定担当者
の養成研修の実施

○国民健康・栄養調査
の実施

○都道府県健康増進
計画改定ガイドライン
（確定版）の策定（参酌
標準等の提示）

平
成
18
年
度

準
備
が
整
い
次
第
、
各
地
・各
機
関
で
実
施

特定健康診査等実施計画に関する基本
指針案の提示
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